
 

議案第１号 

 草加都市計画生産緑地地区の変更について【諮問】 

 （三郷市決定） 



 

草加都市計画生産緑地地区の変更（三郷市決定） 
 
 
１ 三郷第１４５号生産緑地地区、三郷第２０１２－２５号生産緑地地区を  

次のように変更する。 
 

 
 
 理 由 
  生産緑地法第１４条の規定に基づく行為制限の解除により、草加都市計画生産

緑地地区を本案のとおり変更するものである。 

名  称 面  積 備  考 

三郷第１４５号生産緑地地区 約０．２５ha  

三郷第２０１２－２５号生産緑地地区 約０．２９ha  



理 由 書 
 
 
本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定（第２１条第２項の規定において準用

する同法第１７条第１項の規定）に基づき、草加都市計画生産緑地地区の変更について

の理由を示したものです。 
 
１ 草加都市計画区域における位置等 
  草加都市計画区域は、草加市、八潮市及び三郷市の行政区域全域で構成される。 
  本地区は、三郷市インター南二丁目及び鷹野五丁目の一部について変更するもので

す。 
 
２ 変更の必要性 
  主たる農業従事者の死亡及び故障により農業に従事できなくなり、市へ買取り申し

出並びに他の農業従事者への斡旋を行ったが不調となったため、生産緑地法第１４条

の規定に基づく行為制限が解除された。これにより、生産緑地としての機能を維持す

ることが難しいため、生産緑地地区を本案のとおり変更するものです。 
 

３ 変更の内容 

  ・三郷第１４５号生産緑地地区        面積約0.59haから約0.25haに変更 

・三郷第２０１２－２５号生産緑地地区   面積約0.44haから約0.29haに変更 

 



 
 

   変更概要書 
 

名  称 変  更  の  内  容 

三郷第 145 号生産緑地地区 
（計画図 5） 

法第 14 条の規定に基づき、行為制限が解除された。 
面積及び区域の変更 
面積約 0.59ha（5,873 ㎡）の地区の内、3,342 ㎡を削除し、

面積約 0.25ha（2,531 ㎡）に変更する。 
三郷第 2012‐25 号生産緑地地区 
（計画図 9） 

法第 14 条の規定に基づき、行為制限が解除された。 
面積及び区域の変更 
面積約 0.44ha（4,364 ㎡）の地区の内、1,510 ㎡を削除し、

面積約 0.29ha（2,854 ㎡）に変更する。 
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